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松本市の市街化調整区域における
都市的土地利用の基本指針
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アウトライン

区域区分制度の運用

・郊外部への市街地の無秩序な拡散を防止するため、区域区分制度を運用
区域区分：都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること
市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域のこと

市街化調整区域における方針

・松本市都市計画マスタープラン（R4）において、
市街化調整区域における方針として
地域コミュニティの維持、計画的な産業集積等を位置付け

本指針は市街化調整区域の都市的土地利用の在り方を提示

・市街化調整区域の原則的な考えとの適正な関係を整理
・市街化調整区域で許容する都市的土地利用を明確化
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基本的な用語の意味

都市的土地利用

・建築物等の敷地として土地を利用すること

農振除外

・農業振興地域整備計画を変更し、農用地利用計画の対象範囲
（通称「農振農用地等」）から外すこと
・すなわち、農振法上の土地利用規制を解除すること
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長野県土地利用基本計画（平成30年3月発行）から抜粋

【都市計画法】

【農業振興地域の整備に関する法律（農振法）】【森林法】

【自然公園法】

【自然環境保全法】

国土利用計画の５地域区分と、それぞれの土地利用規制法

4



緑色：市街化調整区域

市街化調整区域と農振農用地

市街化調整区域の
平地の多くは
農振農用地

（他法令による土地利用
規制がかかっている）

青色：農振農用地

重ねると
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松本市都市計画マスタープラン －基本的なまちづくりの方向性
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松本市都市計画マスタープラン －市街化調整区域の方針①

郊外部における地域コミュニティ維持に向けた方針

課題 ・人口減少と高齢化が急速に進んでいる状況
・郊外部のコミュニティ維持、郊外部の暮らしを支える
都市機能の維持と利便性の確保が必要

方針 生活利便性の維持

ア 生活サービス施設の維持とコミュニティの維持に資する
コミュニティ拠点の配置・形成

イ 日常の生活利便性が低い地区では、コミュニティ拠点及びその周辺に
おいて、当該地区を利用圏とした店舗や事務所等の維持・誘導

地域コミュニティを支える定住人口の確保

ア 既に基盤整備がなされた市街化調整区域では、建物の建替え促進や
新規住民の転入を通じて地域コミュニティの維持

イ 地域住民が主体となったコミュニティ維持や活性化を目的とするまちづくり
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松本市都市計画マスタープラン －市街化調整区域の方針②

都市活力を創出する計画的な産業集積や産業振興に向けた方針

課題 ・都市活力を創造するため、企業誘致等により多様な産業の集積を
検討する際、その受け皿となる大規模な用地の確保が必要

方針 工業

ア 工場等の誘致先は、一定の都市基盤が整っている既存の工業団地及び
その周辺の活用を基本

イ 前述の土地で受け入れが困難な場合には、中部縦貫自動車道（松本波田道路）
の追加インターチェンジ並びに既存インターチェンジ周辺を検討

観光業

ア 上高地、乗鞍高原、美ヶ原高原等における持続可能な観光地整備と併せて、
自然観光資源と松本平を結ぶ観光インフラや交通アクセスを整備・充実

農業

ア 確保すべき優良な農地を保全しつつ、地域の課題解決に資する必要な範囲で、
農地を含めた柔軟な土地利用を検討
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市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針
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第５章 都市計画マスタープランに基づく市街化調整区域に関する

新たな都市整備の方針
第６章 市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針
第７章 新たな都市整備の実現の方策について

松本市の市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針

松本市市街化調整区域の地区計画活用方針

松本市都市計画マスタープラン

市街化調整区域に関する内容を抽出・整理

即す
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市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針

基本事項

⑴ 共通

ア 各種上位計画、関連計画と整合。

イ 都市計画マスタープランにおける地域別構想の内容に配慮。

ウ 周辺農地・景観・良好な居住地などの周辺環境に十分に配慮。

エ 災害の発生のおそれがある土地は対象としない。

オ 原則、新たな都市基盤を整備する積極的な理由がないことに留意し、

整備が必要な場合は、各施設管理者等と十分な協議が必要。

カ 松本市の目指すまちづくりの実現に資するものであること。

⑵ 土地利用転換について

ア 農振農用地を対象とする場合、農振除外の見込みがあること。

イ 農地を対象とする場合、農地転用の許可の見込みがあること。

ウ その他各種規制の解除の見込みがあること。

⑶ 開発行為について

ア 開発行為の技術基準及び立地基準に合致すること。
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市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針

市街化調整区域において必要な都市的土地利用

都市計画マスタープランで必要性が明確にされている事業

ア 地域コミュニティの維持に向けた事業

(ｱ)既存集落等の定住人口の維持

(ｲ)地域住民の生活利便性維持・活性化

イ 計画的な産業集積や産業振興に向けた事業

(ｱ)工業振興

(ｲ)観光振興

その他の必要性が明確な事業

上位計画・関連計画等との整合を図り、

各種検討及び審議等を経て策定された松本市の計画等の中で、

市街化調整区域を対象に行われることの必要性が明確にされている事業
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市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針

都市的土地利用に妥当性のある土地①

地域コミュニティの維持

定住人口の維持

生活利便性
維持・活性化

・コミュニティ拠点及びその周辺
・既存集落周辺

・コミュニティ拠点及びその周辺
・駅周辺で既存集落との連続性がある範囲
・複合産業地区で地区の生活圏にある範囲

河西北部地域のコミュニティ拠点（一部）
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市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針

都市的土地利用に妥当性のある土地②

計画的な産業集積や産業振興

工業

観光業

・産業・研究拠点及びその周辺
・既存工業団地周辺
・追加インターチェンジ並びに
既存インターチェンジ周辺

・複合産業地区

・浅間温泉・美ヶ原温泉及び周辺の
スポーツ施設一帯で、まちづくりとして
関連施設整備が必要な範囲

・自然交流拠点でその自然環境と調和した
レクリエーション施設や交流施設の整備
が必要な範囲

・観光地整備と併せて整備・充実が必要な
観光インフラや交通施設の立地が必要な
場所
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市街化調整区域における都市的土地利用の基本指針
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計画的な産業集積や産業振興に妥当性のある土地

複合産業地区

追加ＩＣ
（波田・新村・和田）

既存ＩＣ



新たな都市整備の実現の方策について

１ 事業主体の明確化と関係主体の連携

２ 地域づくりとの連携
（対象事業：地域コミュニティの維持に向けた事業）

３ 産業政策において必要な都市的土地利用の明確化
（対象事業：計画的な産業集積や産業振興に向けた事業）

４ 都市計画制度の適切な活用と見直し
⑴ 地区計画制度の活用
⑵ 開発許可制度の立地基準に関する運用規定の見直し
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